
令和７年度（２０２５年度）認知症介護指導者養成研修の受講希望者の 

追加募集について 

 

１ 研修の目的 

    認知症介護に関する専門知識及び技術を修得し、認知症介護に関する指導的立場とな

る者を養成することを目的とします。 

 

   ２ 研修主催者 

         社会福祉法人浴風会 認知症介護研究・研修東京センター 

     所在地：東京都杉並区高井戸西１丁目１２番１号 

 

２ 研修の対象者 

    次の（１）～（５）のすべてを満たす者 

（１）医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、社会福祉士、介護福祉士若しくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有

する者又はこれに準ずる者 

（２）以下のいずれかに該当する者で、おおむね５年以上の介護実務経験を有する者 

ア 介護保険施設・事業所等に従事している者（過去において介護保険施設・

事業所等に従事していた者を含む） 

イ 福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者 

ウ 民間企業で認知症介護の教育に携わる者 

（３）認知症介護実践リーダー研修を修了した者 

（４）認知症介護基礎研修や認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、又は講師  

として従事することが予定されている者 

（５）地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者 

 

※熊本市に所在する介護保険事業所等に勤務されている方は、本県の募集対象となり

ません。熊本市役所介護保険課介護事業指導室（０９６－３２８－２７９３）にお問

合せください。 

 

３ 受講費用の目安 

受講料：２３０,０００円 

宿泊費：１泊２，０００円（認知症介護研究・研修東京センター宿泊室を利用する場合

の素泊まり料金。）  

教材費･災害傷害保険：５，０００円 

 

 

 

 



４ 申込先 

   〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

    熊本県健康福祉部長寿社会局認知症施策・地域ケア推進課 認知症施策推進班 

        ※県で取りまとめた後、研修の主催者である認知症介護研究・研修東京センターへ申

込みを行います。 

 

５ 申込期限 

   令和７年（２０２５年）６月２０日（金）必着 

 

６ 申込方法 

    「令和７年度 認知症介護研究・研修東京センター 認知症介護指導者養成研修受講者

募集要項（追加募集）」等の内容をよく確認し、以下の【提出書類】を「４ 申込先」

に郵送又は持参にて御提出ください。 

   【提出書類】 

    ・受講申込書（追加募集）（別紙様式１） 

    ・認知症介護実践リーダー研修修了証書の写し 1部 

    ・推薦書（現に勤務している介護保険施設・事業所の長による推薦） 

    ・受講者選抜考査のための実践事例報告に関する提出書類 

 

７ 研修日程及び研修場所 

今回の追加募集では、第２回、第３回の定員に余裕があるため追加で受講者を募集さ

れるものであり、第１回は募集が行われませんのでご注意ください。 

 前期研修※土日を除く 

（場所：東京センター） 

職場研修 

（場所：職場） 

後期研修※土日を除く 

（場所：東京センター） 

第 

１ 

回 

                追加募集なし 

第 

２ 

回 

９月１日（月） 

～９月１２日（金） 

９月１５日（月） 

～１０月２４日（金） 

１０月２７日（月） 

～１０月３１日（金) 

第 

３ 

回 

１２月１日（月） 

～１２月１２日（金） 

１２月１５日（月） 

～来年１月３０日（金） 

来年２月２日（月） 

～来年２月６日（金） 

※東京センター：認知症介護研究・研修東京センター 

※職場研修期間中は、オンラインを活用した講義・演習 30時間と前期研修中に作成する

企画書に基づいた職場実習が予定されています。 

※詳細な研修カリキュラムは、認知症介護研究・研修東京センターから受講者あてに別 

途送付されます。 



  

８ 留意事項 

今回の募集では、県知事推薦（※1）による受講者の募集は行いません。 

研修受講にかかる経費（上記３）はすべて自己負担（※2）となります。 

  （※1）県知事推薦について（令和７年度は募集終了） 

本県では、受講希望者の中から、受講料及び旅費を県が負担する（その他費用は受講者の負担）県

知事推薦者を選定しています。 

県知事推薦者は、研修修了後、県認知症介護指導者として、熊本県が実施する認知症介護研修の講

師のほか、外部実習先として受講者の受入等を行っていただいています。 

（※2）今回の募集は自費での参加となりますので、県認知症介護指導者として、上記のような活動を

行う必要はありません。 

 


